
(案) 

 

新潟市水道局本局庁舎，東庁舎及び秋葉事業所庁舎 電力供給契約書 
 
 

新潟市水道局（以下「甲」という。）と〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇（以下「乙」という。）

は，新潟市水道局本局庁舎，東庁舎及び秋葉事業所庁舎の電力供給について次のとお

り契約を締結する。 

 

１ 契約件名  新潟市水道局本局庁舎，東庁舎及び秋葉事業所庁舎電力供給 

 

２ 契約期間  令和４年４月１日から令和５年３月３１日 まで 

 

３ 供給場所  新潟市水道局本局庁舎（新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３） 

        新潟市水道局東庁舎（新潟市中央区紫竹山１丁目５番１０号） 

新潟市水道局秋葉事業所庁舎（新潟市秋葉区程島２００４番地２） 

 

４ 供給内容  別紙仕様書のとおり 

 

５ 契約単価 

区 分 本局庁舎 東庁舎 秋葉事業所庁舎 

基本料金 円/kW 円/kW 円/kW 

夏季電力量料金 円/kWh 円/kWh 円/kWh 

その他季電力量料金 円/kWh 円/kWh 円/kWh 

※上記において，「夏季」とは７月１日から９月３０日までの期間とし，「その他季」

とは「夏季」以外の期間とする。 

※上記の各単価には，消費税額及び地方消費税額を含むものとする。 

 

 

６ 契約保証金 新潟市水道局契約規程第３３条により免除 

 

７ 特約条項 別紙「電力供給契約条項」のとおり 

 

８ その他 別紙仕様書のとおり 

 

この契約を証するため，本書２通を作成し，甲乙記名押印のうえ，各自１通を保有

するものとする。 

 

 

令和４年  月  日 

 

 

甲 新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３ 
新潟市水道局 

水道事業管理者 
水道局長 佐藤 隆司  ㊞ 

 
 

乙 
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電力供給契約条項 

 

（目的） 

第１条 乙は，別紙仕様書に基づき，甲に対して甲が指定する施設で使用する電力を安定

的に供給し，甲は乙にその対価を支払うものとする。 

 

（契約保証金） 

第２条 新潟市水道局契約規程第３２条及び第３３条の規定による。 

 

（権利義務の譲渡の禁止） 

第３条 乙は，この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し，若しくは承継さ

せ，又は担保に供してはならない。 

 

（使用電力量の増減） 

第４条 甲の使用電力量は，仕様書に掲げる予定使用電力量を上回り，又は下回ることが

できる。 

 

（契約電力） 

第５条 各月の契約電力は、その１月の最大需要電力と前１１月の最大需要電力のうち，

いずれか大きい値とする。 

 

（計量及び検査） 

第６条 計量日時は原則として毎月１日とし，乙は計量日に計量器に記録された値の読み

により使用電力量を算定し，甲の指定する職員等の検査を受けなければならない。 

 

（電気料金の算定） 

第７条 電気の使用に対する代金（以下「電気料金」とする。）の算定は，供給場所毎に１

月（前月の計量から当月の計量までの期間をいう。）の使用電力量により行うものとす

る。 

２ 前項の電気料金は，第５条に定める契約電力に契約書に定めた基本料金単価を乗じて

得た額（ただし，力率割引割増を行う場合は，力率割引割増をして得た額とする。）と

当該月における使用電力量に契約書に定めた電力量料金単価を乗じて得た額（ただし，

燃料費調整を行う場合は，燃料費調整額を加え，又は差し引いて得た額とする。）に割

引を合算した額（当該金額に１円未満の端数が生じた場合は，その端数を切り捨てた金

額とする。）とする。 

３ 前項に規定する電力量単価については，夏季に使用された電力量には契約書に定めた

夏季電力量料金単価を，その他季に使用された電力量には契約書に定めたその他季電力

量料金単価をそれぞれ適用する。なお，当該月に夏季及びその他季がともに含まれる場

合は，当該月の使用電力量を当該月に含まれる夏季及びその他季の日数の比で按分して

得た値をそれぞれの使用電力量とする。 
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（電気料金の支払） 

第８条 乙は，第６条に定められた検査に合格後，速やかに適法な請求書をもって各月毎

に料金を請求することができる。ただし，請求は供給場所毎に行うものとする。 

２ 甲は，前項の請求書を受領したときは，その日から３０日以内に電気料金を乙に支払

うものとする。ただし，支払日による早収・遅収等の定めがある場合は，乙が定める「電

気供給条件」等に基づき協議のうえ決定する。 

 

（契約の変更） 

第９条 この契約を締結した後において，経済事情の変化等により本契約に定める条件が

不適当となったと認められる場合は，甲乙協議のうえ，本契約の一部又は全部を変更す

ることができる。 

２ 前項の場合において，本契約に定める条件を変更する必要がある時は，書面により変

更するものとする。 

 

（燃料費調整額等） 

第１０条 電気料金の算定の基礎となる燃料費の変動により契約単価を変更する必要が生

じた場合は，燃料費調整額により行い，乙からの通知をもって協議に代えることができ

る。ただし，甲が当該通知を受け取った日から１０日以内に異議を申し出た場合は，こ

の限りではない。 

２ 燃料費調整額は，東北電力(株)が一般需要家に適用する燃料費調整単価（消費税およ

び地方消費税を含むものとする。）に，当該月における使用電力量を乗じて算出を行う

ものとする。 

３ 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金

についても，東北電力(株)が一般需要家に適用する単価をもって算出するものとする。 

 

（損害賠償の負担） 

第１１条 乙は，自己の責により電力供給の停止等のため甲に損害（第三者に及ぼした損

害を含む。）を与えたときは，その損害を賠償する責任を負わなければならない。 

２ 第三者の行為により電力供給の停止等を生じた場合において，甲が当該第三者に損害

賠償の請求をする時は，乙は，甲に協力するものとする。 

３ 第１項の規定による損害賠償の額は，甲乙協議のうえ，これを定めるものとする。 

 

（乙の責による契約の解除） 

第１２条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当する場合は，この契約を解除することが

できる。 

（１）契約の締結又は履行について，不正があった場合 

（２）天災，その他の不可抗力によらないで，電力の供給をする見込みがないと甲が認め

た場合 

（３）乙が故意又は重大な過失により甲に損害を与えた場合 

（４）契約の相手方又はその代理人，支配人その他の使用人が甲の職員の監督又は検査に

際してその職務の執行又は指示を拒み，妨げ，又は忌避した場合 
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（５）一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格その他の契約の相手方と

して必要な資格を失った場合 

（６）役員等（乙が個人である場合はその者を，乙が法人である場合はその役員又はその

支店若しくは契約を締結する事務所の代表者をいう。以下同じ。）が暴力団員による不

当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「暴対法」という。）第

２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定す

る暴力団（以下「暴力団」という。）若しくは暴力団員と社会的に非難されるべき関係

を有する者であると認められる場合 

（７）暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる場合 

（８）役員等が自己，自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加

える目的をもって，暴力団又は暴力団員を利用したと認められる場合 

（９）役員等が，暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し，又は便宣を供与する等直

接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し，又は関与していると認められる場

合 

（10）乙がこの契約に係る下請契約，資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり，

その相手方が第６号から第９号までのいずれかに該当することを知りながら，その相

手方と契約を締結したと認められる場合 

（11）乙がこの契約に関して第６号から第９号までのいずれかに該当する者を，下請契約，

資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合（前号に該当する場

合を除く。）であって，甲が乙に対して当該契約の解除を求め，乙がこれに従わなかっ

たとき。 

（12）前各号に掲げる場合のほか，この契約に違反し，その違反により契約の目的を達す

ることができないと認められる場合 

２ 乙は，第１項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は，甲に対してその損

失の補償を求めることができない。 

 

（談合その他不正行為による解除） 

第１３条 甲は，乙がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当する場合は，この契約を

解除することができる。 

（１）公正取引委員会が，乙に違反行為があったとして行った私的独占の禁止及び公正取

引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号。以下「独占禁止法」という。）第

４９条に規定する排除措置命令，独占禁止法第６２条第１項に規定する納付命令が確

定した場合（独占禁止法第７７条の規定により当該処分の取消しの訴えが提起された

場合を除く。） 

（２）乙が独占禁止法第７７条の規定により前号の処分の取消しの訴えを提起し，当該訴

えについて棄却又は却下の判決が確定した場合 

（３）乙（乙が法人の場合にあっては，その役員又は使用人）について刑法（明治４０年

法律第４５号）第９６条の６又は同法第１９８条の規定による刑が確定した場合 

２ 乙は，前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合は，甲に対してその損失

の補償を求めることができない。 
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（解除に伴う措置） 

第１４条 甲が第１２条第１項及び第１３条第１項の規定により契約を解除した場合，乙

は当該契約の解除があった日から契約期間の満了日までの期間に対応する予定数量を

基にして，第１０条第２項の規定により計算して得た額の１０分の１に相当する額以上

を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。なお，この契約が完了

した後も同様とする。 

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の違約金の額を超える場合において，その

超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 

 

（賠償額の予定） 

第１５条 乙は，この契約に関して第１３条第１項各号のいずれかに該当するときは，業

務の履行の前後及び甲が契約を解除するか否かにかかわらず，契約金額（入札告示にお

いて示した予定数量に契約単価を乗じて得た金額）の１０分の２に相当する額を支払わ

なければならない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場合は，賠償金の支払を免

除する。この業務が完了した後も同様とする。 

（１）第１３条第１項第１号及び第２号に掲げる場合において，処分の対象となる行為が，

独占禁止法第２条第９項に基づく不公正な取引方法（昭和５７年６月１８日公正取引

委員会告示第１５号）第６項で規定する不当廉売に該当する場合その他甲が特に認め

るとき。 

（２）第１３条第１項第３号に掲げる場合において，刑法第１９８条の規定による刑が確

定した場合 

２ 前項の規定は，甲に生じた損害の額が同項の賠償金の額を超える場合において，その

超える分につき甲が乙に請求することを妨げるものではない。 

３ 前２項の場合において，乙が共同企業体，コンソーシアム等であり，既に解散されて

いるときは，甲は，乙の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払を請求

することができる。この場合において，乙の代表者であった者及び構成員であった者は，

共同連帯して前２項の額を甲に支払わなければならない。 

 

（契約義務の未履行による損害賠償） 

第１６条 乙は，この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは，そ

の損害に相当する金額を損害賠償金として甲に支払わなければならない。 

 

（天災による履行不能） 

第１７条 天災その他不可抗力によって業務上損害が認められる場合において，乙が善良

なる管理者としての注意義務を怠らなかったと認められるときは，甲はその損害の全部

又は一部を負担するものとする。その負担額は，甲乙協議のうえ定める。 

 

（危険負担） 

第１８条 業務を開始する前に生じた損害は，甲の責めに帰すべき事由による場合を除き，

乙の負担とする。 
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（秘密の厳守） 

第１９条 乙は，この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。この契約

が終了し，又は解除された後も同様とする。 

 

（個人情報の保護） 

第２０条 乙は，この契約による業務を履行するための個人情報（個人に関する情報であ

って，特定の個人が識別され，又は識別され得るものをいう。）がある場合は，その保

護の重要性を認識し，個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び新

潟市個人情報保護条例（平成１３年新潟市条例第４号）を遵守し，個人の権利及び利益

を侵害することがないよう，個人情報を適正に取り扱わなければならない。 

 

（費用の負担） 

第２１条 この契約の締結に要する一切の費用は乙の負担とする。 

 

（法令の遵守） 

第２２条 この契約の履行に関して，甲乙は関係法令を遵守するものとする。なお，乙は

関係監督機関から処分又は指導等を受けた場合は，速やかに書面により甲に報告しなけ

ればならない。 

 

（暴力団等からの不当介入等に対する措置） 

第２３条 乙は，この契約の履行に当たり暴力団又は暴力団員から不当な介入（契約の適

正な履行を妨げることをいう。）又は不当な要求（事実関係及び社会通念に照らして合

理的な事由が認められない不当又は違法な要求をいう。）（以下これらを「不当介入等」

という。）を受けたときは，直ちに甲に報告するとともに警察に届け出なければならな

い。 

２ 甲は，乙が不当介入等を受けたことによりこの契約の履行について遅延が発生するお

それがあると認めるときは，甲乙協議の上，履行期限の延長その他の措置をとるものと

する。 

 

（合意管轄裁判所） 

第２４条 この契約にかかる訴訟については，甲の所在地を管轄する裁判所をもって合意

による専属的管轄裁判所とする。 

 

（疑義等の決定） 

第２５条 この契約について疑義が生じたとき又はこの契約に定めのない事項については，

甲乙協議のうえ決定するものとする。 
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新潟市水道局本局庁舎，東庁舎及び秋葉事業所庁舎電力供給契約 仕様書  

 

１ 概 要 

（１）対象建物（住所）  

新潟市水道局本局庁舎（新潟市中央区関屋下川原町１丁目３番地３） 

新潟市水道局東庁舎（新潟市中央区紫竹山１丁目５番１０号） 

新潟市水道局秋葉事業所庁舎（新潟市秋葉区程島２００４番地２） 

 

（２）業種（用途）  

官公署（事務所） 

 

（３）契約電力   

業務用電力（常時供給） 

 

２ 仕 様 

（１）電気方式，周波数，電圧，受電方式等 

ア 電気方式 交流３相３線式 

イ 周波数  標準周波数５０Hz 

ウ 供給電圧 標準電圧６,０００V 

エ 計量電圧 標準電圧６,０００V 

オ 受電方式 各１回線受電 

カ 蓄熱式負荷設備の有無：無 

 

（２）予定契約電力（最大需要電力）及び予定使用電力量 

 予定契約電力 予定使用電力量 

本局庁舎 82 kW 242,031 kWh 

東庁舎 32 kW 134,154 kWh 

秋葉事業所庁舎 52 kW 83,394 kWh 

※各月の予定使用電力量は別表のとおり 

 

（３）契約期間 

令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで 

 

（４）受給地点 

東北電力(株)の電線路又は引込線と新潟市水道局が施設した開閉器電源側接続点とす

る。 

 

（５）電気工作物の財産分界点 

受給地点に同じ。ただし，取引用計量装置は，東北電力(株)の所有とする。 
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（６）保安上の責任分界点 

受給地点に同じ。 

 

（７）検針日，計量，力率等 

ア 検針日   原則として毎月１日とする。 

イ 計 量   計量器に記録された値によるものとする。 

ウ 力 率 その月の毎日午前８時から午後１０時までの時間における平均力率

（瞬間力率が進み力率となる場合には，その瞬間力率は１００％とす

る。）とする。単位は％とし，小数点以下第１位を四捨五入とする。 

 

（８）電気料金の算定期間 

電気料金の算定期間は毎月１日から当該月の末日までの期間とする。 

 

（９）料金制度 

料金制度は，基本料金と電力量料金に基づく二部料金制とする。 

 

（10）燃料費調整等 

電気料金の算定にあたり，東北電力(株)が一般需要家に適用する燃料費調整単価の調

整等を行うものとする。 

 

（11）電気の安定供給 

電気の安定供給を図ること。 

 

（12）その他特記事項 

ア 自家用発電設備 

・本局庁舎 

非常用ディーゼル発電設備 ３相３線  ２００V ２００kVA  1 台（本庁舎他） 

単相３線  ２００V   ３０kVA  1 台（研修センター） 

・東庁舎 

非常用ディーゼル発電設備 単相３線 ２００V  ３５kVA １台 

・秋葉事業所庁舎 

非常用ディーゼル発電設備 単相３線 ２１０/１０５V ３０kVA １台 

イ 太陽光発電設備    

本局庁舎 出力 １０kW (自家消費のみ) 

ウ 契約期間中における年間の実績使用量が予定使用電力量に達しない場合でも料金

の精算は行わない。 

エ 電気事業者は，打ち合わせの必要があるときに来庁できる体制をとらなければな

らない。 

オ この仕様書に定めのない事項については，双方協議のうえ，決定するものとする。 
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≪別 表≫ 

予定使用電力量                      （単位：kWh） 

各 月 本局庁舎 東庁舎 
秋葉事業所 

庁舎 
合 計 

令和 4 年 4 月 19,096 9,886 5,579 34,561 

令和 4 年 5 月 16,738 9,484 4,001 30,223 

令和 4 年 6 月 17,396 11,246 5,079 33,721 

令和 4 年 7 月 18,118 13,018 7,463 38,599 

令和 4 年 8 月 18,918 13,337 7,452 39,707 

令和 4 年 9 月 17,506 10,977 5,327 33,810 

令和 4 年 10 月 18,345 10,848 4,782 33,975 

令和 4 年 11 月 20,489 10,011 5,770 36,270 

令和 4 年 12 月 24,486 11,380 8,406 44,272 

令和 5 年 1 月 24,561 12,006 14,241 50,808 

令和 5 年 2 月 22,352 10,713 8,060 41,125 

令和 5 年 3 月 24,026 11,248 7,234 42,508 

合  計 242,031 134,154 83,394 459,579 

 

 

 

 












